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国
民
健
康
保
険
税
、
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
、
介
護
保
険
料

の
正
し
い
計
算
の
た
め
に
は
、

市
県
民
税
の
申
告
が
必
要
で
す

　
保
険
税
（
料
）
は
、
前
年
中

の
課
税
所
得
に
基
づ
い
て
計
算

し
ま
す
。
遺
族
年
金
や
障
害
年

金
な
ど
、
非
課
税
の
年
金
を
受

給
し
て
い
る
方
、
傷
病
な
ど
に

よ
り
仕
事
が
で
き
な
く
て
収
入

が
無
か
っ
た
方
な
ど
、
所
得
税

の
確
定
申
告
が
不
要
で
も
、
保

険
税
（
料
）
を
納
め
て
い
る
方

は
、
市
県
民
税
の
申
告
を
し
て

い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
本
人
及
び
家
族
の
方
の
所
得

状
況
が
不
明
な
ま
ま
で
は
、
低

所
得
者
の
軽
減
措
置
な
ど
が
受

け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
。
期
限
内
の
申
告
に
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

対
象　
国
民
健
康
保
険
被
保
険

者
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
被

保
険
者
（
満
75
歳
以
上
の
方
）・

介
護
保
険
第
１
号
被
保
険
者

（
満
65
歳
以
上
の
方
）
お
よ
び

そ
の
家
族

期
間　
２
月
17
日
（
月
）
～
３

月
13
日
（
金
）　
土
日
は
除
く

場
所　
市
民
税
申
告
会
場

注
意　
申
告
期
間
中
は
、
申
告

会
場
の
み
受
付
い
た
し
ま
す
。

本
庁
舎
２
階
市
民
税
課
、
各
総

合
支
所
の
窓
口
で
は
、
申
告
を

受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

問 

市
民
税
課　
☎

（21）
２
２
６
３

建
築
確
認
申
請
等
手
数
料
の

免
除

　
令
和
元
年
10
月
12
日
の
台
風

19
号
に
よ
り
被
災
さ
れ
た
方
が

建
築
物
を
建
築
す
る
と
き
に
必

要
な
建
築
確
認
申
請
等
手
数
料

を
免
除
し
ま
す
。

対
象　
台
風
19
号
に
よ
り
自
己

所
有
の
建
築
物
等
が
滅
失
又
は

破
損
し
た
た
め
、
工
事
に
着
手

Tochigi C
ity Prom

otion 
C

reation 2nd

の
素
案
に
関

す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

（
意
見
募
集
）

　

市
で
は
、
シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー

シ
ョ
ン
第
２
期
行
動
計
画
と
な

る
「Tochigi C

ity Prom
o-

tion C
reation 2nd

（2020

～2023

）」
を
策
定
し
ま
す
。

こ
の
度
、
計
画
の
素
案
が
完
成

し
ま
し
た
の
で
、
こ
の
素
案
に

対
す
る
皆
さ
ん
の
ご
意
見
を
お

寄
せ
く
だ
さ
い
。

対
象　
市
内
在
住
、
在
勤
、
在

学
の
方
／
市
内
に
事
業
所
等
を

有
す
る
個
人
、
法
人
等
／
市
税

の
納
税
義
務
者
／
本
市
の
施
策

等
に
利
害
関
係
を
有
す
る
方

募
集
期
間　

２
月
20
日
（
木
）

（
必
着
）

閲
覧
場
所　
シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー

シ
ョ
ン
課
（
本
庁
舎
３
階
）、

市
情
報
セ
ン
タ
ー
（
本
庁
舎
４

階
）、
各
総
合
支
所
地
域
づ
く

り
推
進
課
、
大
宮
・
皆
川
・
吹

上
・
寺
尾
・
国
府
の
各
公
民
館
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

提
出
方
法　
閲
覧
場
所
に
あ
る

意
見
書
書
式
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に

必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、
次

の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
提
出

※
必
要
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い

れ
ば
様
式
は
問
い
ま
せ
ん
。

①
直
接
提
出　
閲
覧
場
所
に
同

じ
（
市
政
情
報
セ
ン
タ
ー
は
除

く
）（
平
日
８
時
30
分
～
17
時

15
分
）

②
郵
送　
〒
３
２
８-

８
６
８
６

（
住
所
不
要
）シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー

シ
ョ
ン
課
あ
て

③
FAX 

（21）
２
６
７
３

④
✉city-prom

otion@
city.

tochigi.lg.jp

そ
の
他　
提
出
い
た
だ
い
た
ご

意
見
は
、
後
日
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
公
表
し
ま
す
。（
住
所
・
氏

名
等
は
非
公
表
）。

意
見
に
対
す
る
個
人
回
答
は
し

ま
せ
ん
。

問 

シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
課　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
☎

（21）
２
１
７
２

栃
木
市
成
年
後
見
制
度
利
用

促
進
計
画
（
案
）
に
関
す

る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト 

（
意
見
募
集
）

　

成
年
後
見
制
度
の
利
用
促
進

を
図
る
た
め
、
成
年
後
見
制
度

に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
、
栃

木
市
成
年
後
見
制
度
利
用
促
進

計
画
の
策
定
を
進
め
て
い
ま
す
。

こ
の
計
画
に
対
す
る
皆
さ
ん
の

ご
意
見
等
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

対
象　
市
内
在
住
、
在
勤
、
在

学
の
方
／
市
内
に
事
業
所
等
を

有
す
る
個
人
、
法
人
等
／
市
税

の
納
税
義
務
者
／
そ
の
他
本
件

に
利
害
関
係
を
有
す
る
方

閲
覧
期
間　

２
月
21
日
（
金
）

ま
で

閲
覧
場
所　
地
域
包
括
ケ
ア
推

進
課
（
本
庁
舎
２
階
）、
栃
木・

大
宮
・
皆
川
・
吹
上
・
寺
尾
・

国
府
公
民
館
、
大
平
・
藤
岡
・

都
賀
・
西
方
・
岩
舟
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
、
市
政
情
報
セ

ン
タ
ー
（
本
庁
舎
４
階
）、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

提
出
方
法　
閲
覧
場
所
に
あ
る

意
見
書
書
式
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
掲
載
）
に
必
要
事
項
を
記

入
の
う
え
、
次
の
い
ず
れ
か
の

方
法
で
提
出
。
２
月
21
日（
金
）

必
着

①
直
接
提
出　
地
域
包
括
ケ
ア

推
進
課
、
各
総
合
支
所
内
地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
平
日
８

時
30
分
～
17
時
15
分
）

②
郵
送　
〒
３
２
８-

８
６
８
６

（
住
所
不
要
）
地
域
包
括
ケ
ア

推
進
課
あ
て

③
FAX 

（21）
２
６
７
０

④
✉houkatsu@

city.tochigi.
lg.jpそ

の
他　
提
出
さ
れ
た
意
見
等

は
後
日
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表

し
ま
す
（
住
所
・
氏
名
等
は
非

公
表
）。
意
見
に
対
す
る
個
別

回
答
は
し
ま
せ
ん
。

問 

地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課

　
　
　
　
　
　
☎

（21）
２
２
４
４

第
二
期
栃
木
市
子
ど
も
・
子

育
て
支
援
事
業
計
画
に
関
す

る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト 

（
意
見
募
集
）

　
市
で
は
、「
子
ど
も
・
子
育
て

支
援
法
」
に
基
づ
き
、
子
ど
も
・

子
育
て
支
援
施
策
を
推
進
す
る

た
め
、
令
和
２
年
度
か
ら
令
和

６
年
度
を
計
画
期
間
と
し
た「
第

二
期
栃
木
市
子
ど
も
・
子
育
て

支
援
事
業
計
画
」
の
策
定
を
進

め
て
い
ま
す
。
こ
の
た
び
、
素

案
を
作
成
し
ま
し
た
の
で
、
こ

の
素
案
に
対
す
る
皆
さ
ん
の
ご

意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

対
象　
市
内
在
住
、
在
勤
、
在

学
の
方
／
市
内
に
事
業
所
等
を

有
す
る
個
人
・
法
人
等
／
市
税

の
納
税
義
務
者
／
本
市
施
策
に

利
害
関
係
を
有
す
る
方

閲
覧
期
間　

１
月
20
日
（
月
）

～
２
月
19
日
（
水
）

閲
覧
場
所　

子
育
て
支
援
課

（
本
庁
舎
２
階
）、
市
政
情
報
セ

ン
タ
ー
（
本
庁
舎
４
階
）、
各

総
合
支
所
地
域
づ
く
り
推
進

課
、
大
宮
・
皆
川
・
吹
上
・
寺

尾
・
国
府
の
各
公
民
館

提
出
方
法　
閲
覧
場
所
に
あ
る

意
見
書
書
式
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に

必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、
次

の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
提
出
。

①
直
接
提
出　
閲
覧
場
所
に
同

じ
（
市
政
情
報
セ
ン
タ
ー
は
除

く
）（
平
日
８
時
30
分
～
17
時

15
分
）

②
郵
送　
〒
３
２
８-

８
６
８
６

（
住
所
不
要
）
子
育
て
支
援
課　

子
育
て
支
援
係
あ
て

③
FAX 

（21）
２
６
８
１

④
✉kodom

o@
city.tochigi.

lg.jpそ
の
他　
提
出
さ
れ
た
意
見
は

後
日
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表

し
ま
す
。（
住
所
・
氏
名
等
は

非
公
開
）
意
見
に
対
す
る
個
別

回
答
は
し
ま
せ
ん
。

問 

子
育
て
支
援
課

　
　
　
　
　
　
☎

（21）
２
２
８
８

栃
木
市
保
育
所
等
整
備
基
本

方
針
に
関
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク

コ
メ
ン
ト
（
意
見
募
集
）

　
「
栃
木
市
保
育
所
等
整
備
基

本
方
針
」
は
、
平
成
24
年
度
に

策
定
し
た
「
栃
木
市
保
育
所
整

備
基
本
計
画
」
の
次
期
計
画

で
、
現
在
同
時
に
策
定
中
で
あ

る
「
第
二
期
栃
木
市
子
ど
も
・

子
育
て
支
援
事
業
計
画
」
に
お

け
る
保
育
の
量
の
見
込
み
や
確

保
の
方
策
に
基
づ
い
た
保
育
所

整
備
等
の
推
進
を
図
る
た
め
策

定
作
業
を
進
め
て
い
ま
す
。
皆

さ
ん
の
ご
意
見
等
を
お
寄
せ
く

だ
さ
い
。

対
象　
市
内
在
住
、
在
勤
、
在

学
の
方
／
市
内
に
事
業
所
等
を

有
す
る
個
人
・
法
人
等
／
市
税

の
納
税
義
務
者
／
本
市
施
策
に

利
害
関
係
を
有
す
る
方

閲
覧
期
間　

１
月
20
日
（
月
）

～
２
月
19
日
（
水
）
17
時
15
分

必
着

閲
覧
場
所　
保
育
課
（
本
庁
舎

２
階
）、
市
政
情
報
セ
ン
タ
ー

（
本
庁
舎
４
階
）、
各
総
合
支
所

地
域
づ
く
り
推
進
課
、
大
宮
・

皆
川
・
吹
上
・
寺
尾
・
国
府
の

各
公
民
館

提
出
方
法　
閲
覧
場
所
に
あ
る

意
見
書
書
式
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に

必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、
次

の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
提
出
。

①
直
接
提
出　
閲
覧
場
所
に
同

じ
（
市
政
情
報
セ
ン
タ
ー
は
除

く
）（
平
日
８
時
30
分
～
17
時

15
分
）

②
郵
送　
〒
３
２
８-

８
６
８
６

（
住
所
不
要
）　
保
育
課　
保
育

管
理
係
あ
て

③
FAX 

（21）
２
６
８
１

④
✉hoiku@

city.tochigi.
lg.jp

そ
の
他　
提
出
さ
れ
た
意
見
は

後
日
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表

し
ま
す
。（
住
所
・
氏
名
等
は

非
公
開
）
意
見
に
対
す
る
個
別

回
答
は
し
ま
せ
ん
。

問 
保
育
課　
☎

（21）
２
２
３
１

土
地
区
画
整
理
事
業
の
事
業

計
画
書
の
縦
覧

　

栃
木
藤
岡
バ
イ
パ
ス
下
皆

川
・
富
田
土
地
区
画
整
理
事
業

の
事
業
計
画
（
第
６
回
変
更
）

を
行
う
に
あ
た
り
、
下
記
の
と

お
り
縦
覧
い
た
し
ま
す
。

縦
覧
期
間　

１
月
30
日
（
木
）

～
２
月
12
日
（
水
）

８
時
30
分
～
17
時
15
分

 （
土
・
日
曜
日
、
祝
日
含
む
）

縦
覧
場
所　

市
街
地
整
備
課 

（
本
庁
舎
３
階
）

問 

市
街
地
整
備
課

　
　
　
　
　
　
☎

（21）
２
７
７
５

献
血
に
ご
協
力
を

　
命
を
救
え
る
身
近
な
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
「
献
血
」
に
ご
協
力
下

さ
い

日
時　
２
月
３
日
（
月
）
10
時

～
11
時
45
分
、
13
時
～
16
時

場
所　
栃
木
市
役
所
本
庁
舎
３

階　
正
庁

対
象　
16
歳
～
69
歳
の
方
。
た

だ
し
、
65
歳
以
上
の
方
に
つ
い

て
は
60
歳
～
64
歳
に
献
血
経
験

が
あ
る
方
に
限
る

内
容　
２
０
０
ｍｌ
、
４
０
０
ｍｌ

献
血
の
み

所
要
時
間:

20
～
30
分
程
度

問 

健
康
増
進
課
☎

（25）
３
５
１
１

介
護
予
防
・
日
常
生
活
圏
域 

ニ
ー
ズ
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　

市
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
・

介
護
保
険
事
業
計
画
の
策
定
の

た
め
、
調
査
を
実
施
し
ま
す
。

２
月
に
調
査
票
を
送
付
し
ま
す

の
で
、
お
手
元
に
届
い
た
場
合

は
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

対
象
者　
令
和
元
年
12
月
１
日

時
点
に
お
い
て
65
歳
以
上
の
方

で
、
要
介
護
１
～
５
の
要
介
護

認
定
を
受
け
て
い
な
い
方
の
中

か
ら
３
千
人
を
無
作
為
抽
出

問 

地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課

　
　
　
　
　
　
☎

（21）
２
２
４
３

Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
全
国
一
斉
情

報
伝
達
試
験
を
行
い
ま
す

　
次
の
日
程
で
全
国
瞬
時
警
報

シ
ス
テ
ム
の
訓
練
を
行
い
ま

す
。
当
日
は
、
次
の
機
器
な
ど

で
テ
ス
ト
放
送
が
流
れ
ま
す
。

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

訓
練
日
時　

２
月
19
日
（
水
）

午
前
11
時
頃

放
送
内
容　
「
上
り
チ
ャ
イ
ム

＋
『
こ
れ
は
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
テ

ス
ト
で
す
』＋
下
り
チ
ャ
イ
ム
」

放
送
さ
れ
る
機
器　

屋
外
ス

ピ
ー
カ
ー
（
１
８
５
か
所
）
／

Ｆ
Ｍ
く
ら
ら
８
５
７
の
緊
急
割

込
み
放
送
／
防
災
ラ
ジ
オ
（
自

動
起
動
し
ま
す
）

問 

危
機
管
理
課
☎

（21）
２
５
５
１

岩舟総合支所

西方総合支所

都賀総合支所

藤岡総合支所

大平総合支所

本庁

〒329-4392
　岩舟町静5133-1
☎55-7751
FAX55-4910

〒322-0692
　西方町本城1
☎92-0300
FAX92-2611

〒328-0192
　都賀町家中5982-1
☎29-1100
FAX28-0169

〒323-1192
　藤岡町藤岡1022-5
☎62-0900
FAX62-4625

〒329-4492
　大平町富田558
☎43-9205
FAX43-8818

〒328-8686
　万町9-25
☎21-2316
FAX21-2673

休日にお困りの時は
本庁日直☎（22）3535

 

お
知
ら
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栃木市プレミアム付商品券（栃木市発行）
とち介商品券（栃木市商工経済団体連絡協議会発行）

有効期限のお知らせ
商品券のご利用は  ２月２９日 ( 土 ) まで
・有効期限が切れた商品券は利用できません。
・使用されなかった商品券の払戻しはできません。
  必ず期限内にご使用ください。
･本年度は「栃木市プレミアム付商品券」と「とち介商品券」
  の 2種類を発行しておりますが、ともに有効期限は２月
  ２９日（土）となります。
問栃木市プレミアム付商品券について ･･･
　　　　　　　　　　　　　商工振興課　☎（21）2371
  とち介商品券について ･･･
　栃木市商工経済団体連絡協議会 （栃 木商工会議所内）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎（23）3131


